
【防災情報】月山ダム管理所
（第 ５ 報）・終報）

１．管理所体制

注意体制

警戒体制

注意体制

警戒体制

注意体制

解除

令 和 4 年 6 月 27 日 ( 月 ) 19時00分

令 和 4 年 6 月 27 日 ( 月 ) 21時40分

令 和 4 年 6 月 25 日 ( 土 ) 8時10分

令 和 4 年 6 月 27 日 ( 月 ) 4時40分

令 和 4 年 6 月 27 日 ( 月 ) 8時10分

令 和 4 年 6 月 28 日 ( 火 ) 16時00分

〒997-0405　山形県鶴岡市上名川字東山8－112

http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/index.html

TEL 0235-54-6711／FAX 0235-54-6710

問い合わせ先

国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局 月 山 ダ ム 管 理 所

専門官 谷 山 雅 洋 （内線330）

16時00分

国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局

月 山 ダ ム 管 理 所

　国土交通省月山ダム管理所では、前線に伴う降雨により、令和
４年６月２５日８時１０分に災害対策支部を設置しておりましたが、
今後まとまった降雨の見込みがなく洪水発生の恐れがないと予想
されることから、令和４年６月２８日１６時００分に体制を解除しまし
た。

前線の影響に伴う降雨による防災情報

緊急情報／防災情報 令 和 4 年 6 月 28 日


